
安全・安定輸送ＷＧから
技術・安全小委員会への検討状況報告

資料３



進捗状況

「乗客の死亡者ゼロ、概ね１５年で運転事故件数
約３割削減」に向けた各種施策の検討など運転
事故の減少に向けた取組

安全・安定輸送WGにおける検討テーマ
～安全・安定輸送を実現するための具体的方策を検討するWG～

事故・インシデ
ント、輸送障害
の分析を踏ま
えた事故等の
未然防止及び
再発防止のた
めの対策の推
進

事業者の安全
管理体制の再
構築と事業者
の実態を踏ま
えた安全規制
のあり方

輸送障害の詳細な分析とそれを踏まえた輸送
障害の減少と利用者への影響の最小化に向
けた施策のあり方

これまでの安全規制（チェック体制など）の再点検

鉄道事業における内部監査、リスク管理手法
（再掲）など安全管理体制の再構築

安全投資・維持管理費の分析

検討テーマ 検討項目

インシデント制度の検証
その他のリスク情報の管理手法の検討
＜航空・鉄道事故調査委員会の建議等を受け、
鉄道の安全性の更なる向上に向けて検討＞

索道事故調査のあり方の検討

事業者部内起因（約１割）事業者部外起因（約９割）

○列車事故は被害が甚大となる
○乗客の死亡者ゼロの観点
○事故等の影響範囲が広い

事故

被害軽減対策

影響軽減対策

波及被害防止対策

事故防止対策

その他の弱点対策

踏切通行者等

利用者
の理解と協力

理解と協力を得る環境作り

○設備、車両、運転取扱いなどが事業者毎にオーダーメイド
○様々な事象、膨大な件数が存在
○各種記録装置の設置推進
○鉄道係員の報告に対する心理的障壁を下げることが重要

インシデント等（部内起因）

事象の性質に応じた取扱い
・業界全体で検討、国の施策へ反映すべきもの
・事業者団体や協議会等の会合において共有化すべきもの

国への報告制度に組み入れることは、鉄道係員への心理的重圧

着実な対策が、係員の安全意識向上に寄与

安全防護（安全対策）の弱点の発見に活用すべき

発生させた各事業者における把握・分析が基本
安
全
性
向
上
の
取
り
組
み

輸送障害の影響最小化の方策
さまざまな輸送障害の発生
輸送障害の影響の評価方法

※索道事故調査の範囲、手法、体制等のあり方について検討に着手

主な議論

主な議論

主な論点

１－１

・・・検討中（色が濃いほど検討は進行中）



人身障害

383件

45.1%

道路障害

72件

8.5%

踏切障害

367件

43.2%

ホーム上で

接触

105件 12.4%

ホームから

転落

56件 6.6%

線路内立入

205件

24.1%

その他

17件 2.0%

物損

8件 0.9%

総件数
849件

列車事故　 列車衝突  3件

　19件　　 列車脱線 14件
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乗客の死亡者ゼロ・運転事故約３割減少に向けて

運転事故発生状況（平成１８年度）
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１種化（遮断機の整備）が事故防止に有効

総件数
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障
害
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知
装
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が
事
故
防
止
に
有
効

鉄道側の

責任外

377件98.4%

      ホーム上

で接触

105件

27.4%

ホーム

   から転落

56件

     14.6%

線路内

立入り

205件

53.5%

鉄道側の

責任

6件1.6%

その他

8件2.1%

作業中に

接触

3件0.8%

総件数
383件

踏切事故発生状況（平成１８年度）人身障害事故発生状況（平成１８年度）

沿線住民
の協力が
不可欠

利用者
の協力が
不可欠

被害軽減対策

・列車防護の自動化装置の開発
・長時間の駅間停車に伴う車内
疾病防止対策 など

影響軽減対策
・早期復旧対策
・輸送影響対策 など

・列車の不燃化・難燃化の推進
・サバイバルファクター など

波及被害防止対策

・ＡＴＳの機能向上
・運転士異常時停止装置の整備
など

事故防止対策
○列車事故は、被害が
甚大となることから、多
面的対策の推進が必要
○乗客の死亡者ゼロの
観点からも、事故に伴う
被害軽減対策、波及被
害防止対策も重要
○大量輸送機関である
鉄道においては、事故
等による利用者等への
影響軽減対策も重要

理解と協力を得る環境作り

社会としての取組
・鉄道の利用規範などルールや
マナーの確立
・交通安全教育 など

利用者等の協力
・規範などに従った鉄道利用

事業者における取組
・踏切保安設備等の充実
・安全設備等のあり方の統一 など

踏切通行者等

利用者
の理解と協力

各
種
施
策
の
具
体
的
内
容
は
、
役
割
分
担
の
あ
り
方
も
含
め
て
、
更
に
検
討
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※踏切事故に起因する列車事故４件を含む
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インシデント等の把握と活用について

＜インシデント等の把握・報告について＞
インシデント等の把握と活用の改善のために報告等の仕組みが重要
○各種記録装置により、係員からの報告によらず把握可能な対象の拡大、総合的分析に必要な基礎情報の把握を期待
○一方、原因の特定や対策の検討には係員からの報告も重要
○積極的報告のためには、係員の安全意識向上や、報告に対する心理的障壁を下げることが重要

国への報告対象インシデント
・事故に準ずる扱い
・管理責任があり重い

軽微なインシデント
・国への報告対象外のインシデント
・事故につながるおそれは低い
・分析や活用の扱いは比較的軽い

ヒヤリハット、気がかり事象など
・インシデントよりも軽微なもの
・運転事故には直接つながらない
・膨大な件数が存在

○現行の国への報告対象インシデントは、ほとんどの防護が破られて、
事故に至る寸前のものが多い。対策の実施は必須。危険性は高いもの。

○比較的リスクが高く、対策が必要。
○鉄道は事業者毎にオーダーメイドとなっていること等から、第三者機関
における把握・分析に基づく対策は有効なものとならないおそれが高い。
○国への報告制度に組み入れることは、鉄道係員への心理的重圧につ
ながり、実態把握へマイナス効果。

○多重に安全防護された鉄道において、列車運行安全のリスクは小さい。
○着実な対策が係員の安全意識向上に寄与するという観点も重視すべき
○安全防護に存在する穴の認識など、防護の弱点の発見に活用すべき

インシデント等の把握と活用の改善の方向性

◎情報を広く提供し、業界全体で検討、国の施策へ反映。

鉄道は設備、車両、運転取扱いなどが
事業者毎にオーダーメイド

インシデント等が発生した各事業者において
把握・分析することが基本

◎発生させた各事業者において把握・分析すべき。
◎有用な対策の事例集などの集約加工された情報を、事業者団体や協
議会等の会合において共有化すべき。

具体的な
手法につ
いては、
検討を
深度化

国への報
告対象の
見直し
（今後検
討）

鉄道の更なる安全性向上
１－３
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技術企画ＷＧから
技術・安全小委員会への検討状況報告



運行頻度等に応じた性能規定化のメリットの最
大限の発揮に向けた方策

低コストな安全システムの導入促進に向けた技
術開発と環境整備

望ましいアウトソーシングのあり方と留意点

技術企画WGにおける検討テーマ
～経営体質強化にも資する技術の高度化方策を検討するWG～

実態に即した
安全の確保と
技術の高度化

技術力向上に
よる安心・安全
・快適・安定な
輸送の実現

車両の標準化等コストダウンに向けた有効策
の提案

鉄道の有する社会的役割を果たすのに相応しい
鉄道技術の高度化の検討（シームレス化・ユニ
バーサル・デザイン、計画的な機能更新など）

技術教育のあり方

検討テーマ 検討項目

足腰の強い、
一層高度な技
術と体制の構
築

鉄道事業者自身が保持すべき技術の明確化と
その継承のあり方

鉄道技術者の視野の拡大・能力向上のあり方

進捗状況

性能規定化のフォローアップの結果、想定してい
た新技術の導入、線区の個別事情を反映した技術への対応な
どの技術レベルの向上は、ＪＲ・大手民鉄では開始されているも
のの、中小民鉄では限定的。

問題認識

事業者の技術レベルに応じた検討が必要。
ＪＲ・大手民鉄については、性能規定化を一層活用し、技術レベ
ル向上にむけた主体的取り組みの促進。中小民鉄については、
現場レベルでの技術的支援。

主な論点

若手技術者の減少、団塊世代の大量退職等を背
景に、近い将来、高い技術力の育成・維持が困難となる事業者
も現れるおそれ。

問題認識

鉄道事業に必要な技術力（分野横断的な技術管
理能力など）を育成・維持するためにはキャリアパスの維持が
不可欠。
必要な技術力を自前で育成できない事業者においては、技術・
ノウハウを多様な主体に分担して、総体として適切に管理する
ための体制作りについても検討。

主な論点

鉄道の施設の老朽化や役割の変化等を考えると、
人口減少等将来の社会状況を踏まえた鉄道の果たすべき役割、
鉄道の施設の姿を検討する必要。

問題認識

地域の将来像、エネルギー問題、他交通モードと
の連携・競合等考慮すべき要素の検討。それらを踏まえた都市
部、幹線部、地方部の鉄道の施設のあり方

主な論点

・・・検討中

２－１



実態に即した安全の確保と技術の高度化

技術基準の性能規定化のフォローアップ

想定していた効果＝新技術の導入、個別事情を反映した技術への対応など、一層の技術力の向上

結果 △中小民鉄（主に閑散線区） ○ＪＲ・大手民鉄（主に高速・高密度線区）

【ＪＲ・大手民鉄（主に高速・高密度線区）】

○技術的判断能力が高い事業者が主体で
あり、性能規定化による新技術、個別事情
を反映した技術の導入促進効果が開始。
○技術基準の性能規定化を一層活用し、
技術レベルの向上にむけた主体的な取り
組みを促進することが重要。

【中小民鉄（主に閑散線区）】

○高度な技術的判断が困難な事業者が主体であり、
技術基準の性能規定化だけでは、自主的な技術レ
ベルの向上が困難。
○技術基準レベルから更にブレークダウンした現場
に合った技術的支援が必要。
○経営的に厳しい状況の事業者が多く、省力化に
配慮した安全性の向上・確保の視点が重要。

実態に即した
技術的支援

施設本体・管理
方法の見直し

新技術の
開発

主体的なレベル
アップの促進

レベルアップした
技術の普及・定着

「実態に即した安全の確保と技術の高度化」に向けて

問題意識

主な論点

技術企画ＷＧ
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安全運行のためには他技術部門との調整など分野横
断的で総合的な技術管理能力を有する人材が不可欠

足腰の強い、一層高度な技術と体制の構築

団塊世代（熟練職員）
の大量退職

工事量の減少と外注化工事量の減少と外注化
によるによる現場経験の減少現場経験の減少

機械化や事故の減少によ
る技術継承機会の減少

若手技術系職員
の減少

近い将来、技術継承に必要なキャリアパスが維持できず、高い技術力を有する技術者集
団の育成・維持が困難となる事業者も・・・

問題意識

技術継承のためには、それぞれの技術分野毎に適切なキャリ
アパスを維持することが不可欠

主な論点

【鉄道事業に必要な技術管理能力】 【技術継承に必要なキャリアパス】

従来、鉄道事業者単体で育成・維持してきた技術やノウハウを、外部の専門会社等をも包含した多様な主体が分担して、
総体として適切に管理するための体制作りについても検討が必要

専門会社（大手事業者の子会社、メーカー
など）における必要な技術力の育成・維持

鉄道事業者と受託会社との業務分担や責任の明
確化（技術管理能力の所在や異常時の体制など）

安全な運行のための技術
水準や事業継続性の確保

現状では、事業者内、或いはグループ会
社と一体でキャリアパスを維持

事業者Ｂ
事業者Ｃ

鉄道事業に必要な技術とその継承のあり方

別会社との人事交流が途絶える
と、事業者に技術者が育たない

必要な技術力を自前で育成・維持できない鉄道事業者においては・・・

「将来の事業形態等を踏まえた鉄道技術の維持・継承と体制の構築」に向けて

運転車両

建設 ○○
保線

技術管理

現場業務

安全な列車運行安全な列車運行

電気

総合的な技術管
理能力が不可欠

事業者Ａ

Ｂ社のグル
ープ会社

（現状）

別会社

キャリアパスが寸断
されると技術力を育
成することは困難

※将来的な鉄道事業者間の協調や外注先の共有化も視野に入れつつ検討

×
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

キ
ャ
リ
ア
パ
ス

技術企画ＷＧ
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技術力向上による安心・安全・快適・安定な輸送の実現

人口減少社会

鉄道施設の老朽化
鉄道ストックの将来像（２０～５０年後）

・将来果たすべき機能・役割

・鉄道の施設のあり方

・必要となる技術

問題意識

今後鉄道が果たすべき役割と達成に向けた将来の鉄道ストックを実現するための方策主な論点

将来像を検討するにあたって考慮すべき要素将来像を検討するにあたって考慮すべき要素

地域の将来像（都市、幹線、地方）

鉄道の利便性の向上

・高速化

・運転頻度

・情報提供

鉄道の施設の機能向上

・経済的・計画的更新

・路線の維持

・機能の高度化

・ＩＴ技術の活用
（車上保安システム、 等）

５０年後は、５０年前と同レベル

開業後７０年以上経過

果たすべき役割に対応した鉄道を実現するための
将来ストック像の検討

地球温暖化・エネルギー問題 環境的に持続可能な交通
将来

技術企画WG

社会状況

の変化

幹線部

都市部

地方部

共 通 バリアフリー、事故防止、防災

安全、シームレス化、快適性、規格の統一 等

高速化、新幹線との乗り換え利便の向上

施設の更新と機能向上

速達性・快適性

アクセス交通・イグレス交通の整備

物流ネットワークの維持 等

施設のスリム化、老朽化施設の維持・更新

ランニングコスト低減、イニシャルコストの

コンパクト化、ＬＲＴ等への転換 等

利便性の向上（相互直通、ITの活用等）
シームレス化、輸送障害の早期回復、

着席率１００％、駅周辺空間の高度利用 等

鉄道の施設のあり方鉄道の施設のあり方

他モードとの競争力の低下

エネルギー問題への対応

環境問題への対応（ＣＯ２の削減）

他交通モードの連携・競合
航空機・自動車・船舶・高速バス

まちづくり（コンパクトシティ）

人口減少に伴う交通需要の動向

域内ネットワークの連携
ＬＲＴ、バス、ＤＭＶ

高速バスより高くて遅い鉄道

現状

２－４



技術開発ＷＧから
技術・安全小委員会への検討状況報告



社会的に要求される将来の鉄道の姿の明確化

技術開発WGにおける検討テーマ
～鉄道の未来を切り開く技術開発のあり方を検討するWG～

技術的課題の
整理

技術開発課題に対する技術開発面からの解決策
の洗い出し

検討テーマ 検討項目

細分化された分野毎の個別技術の深度化のみな
らず、トータルシステムとしての鉄道全体を見たう
えでの技術開発課題の発掘、整理

技術開発の
推進方策の
検討

各機関ごとの研究開発の手法、従事者の特性等
の把握

各機関が担うべき望ましい役割分担のあり方の
整理

各機関が望ましい役割分担に沿って、より効果的
な研究開発が進められるための人材確保・育成の
あり方を含めた組織、体制、仕組み等の検討

必要な支援策の検討

等

有識者インタビュー、アンケート調査及び技術開発ＷＧメンバー
からのプレゼンテーションを踏まえ、ＷＧにおいて議論し、整理。

進捗状況

検討方法検討方法

主な意見主な意見

・他業界の技術をより活用すべきではないか？

・土木、車両、電気、運転など、異なる技術分野を総括的にマネジ
メントできる仕組みの構築が必要ではないか？

・都市区間と地方区間などにわけニーズを区別すべきはないか？

等

○より長期的かつ広い視点から技術開発課題を発掘すべき
ではないか

○個々の課題に対して、どのように技術開発の実施機関の
体制を整えればよいか

問題意識問題意識

①① 社会的に要求される鉄道の姿社会的に要求される鉄道の姿

②② ①を達成するにあたっての課題①を達成するにあたっての課題

③技術開発課題③技術開発課題

検討プロセス検討プロセス

・技術開発機関の望ましい
役割分担及び組織体制

１ステップ：技術開発課題の抽出
２ステップ：技術開発課題の

解決方策の検討

・技術開発を担う人材育成の
あり方

・支援方策の検討

・過去の技術開発事例の調査

・鉄道関係機関の他、自動車、科学、通信といった他業界も含め
てグローバルに情報を共用化する必要があるのではないか？

３－１

・・・検討を開始



技術開発ＷＧの位置づけ技術開発ＷＧの位置づけ 技術開発WG

社会的に要求される鉄道の姿を達成するための課題社会的に要求される鉄道の姿を達成するための課題

：課題

技術開発ＷＧ技術開発ＷＧ

鉄道総研 鉄道事業者建設業界大学交通研メーカー ・・・
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技術開発ＷＧの検討プロセス技術開発ＷＧの検討プロセス 技術開発WG

１ステップ１ステップ：技術開発課題の抽出：技術開発課題の抽出

有識者インタビュー有識者インタビューやや
アンケート及びアンケート及びＷＧメンバーＷＧメンバー

から頂いた意見を整理から頂いた意見を整理。。

② ①を達成するに当たっての課題

③技術開発課題

社会的に要求される鉄道社会的に要求される鉄道のの
姿を姿を達成するための技術開達成するための技術開
発課題を抽出発課題を抽出。。

①社会的に要求される鉄道の姿

２ステップ２ステップ：：技術開発課題の解決方策の検討技術開発課題の解決方策の検討

１ステップ及び①をふまえ、技術開発体制の望ましい姿を議論。

③

②

②を実現する方策の検討。

現状の技術開発体制の正確な把握。①
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海外展開・国際貢献ＷＧから
技術・安全小委員会への検討状況報告



進捗状況

問題認識

主な論点

・鉄道事業をパッケージとして輸出できるような競争力のある仕組
みを作るべき。
・都市鉄道、 高速鉄道等別に見て、日本に欠けている点を議論。

・日本の規格は、旧国鉄の基準に基づき規定され、その環境の中
でメーカーが育ってきた。
・我が国に安全性等の認証の機関がない。
・発注者側へのコンサルティング（GC）は案件の規格/仕様を決め
る重要な役割だが、我が国ではGCができる組織が弱い。
・車両等だけでなく、メンテナンスやオペレーション込みの案件が
増加。
等

政策的に関与すべき事項（我が国で不十分な機能）

海外案件
情報

・政府間対話の更なる活用
・戦略的な専門家派遣（要請主義→主導的派遣）
・海外現地事務所の活用

我が国
システム
導入

・コンサルタントの競争力強化、人材育成
（特に発注者コンサルタント（ＧＣ））
・我が国規格の国際化
・大型案件における全体調整

規格
・国内での試験機能の整備（試験線等）
・国内での規格認証機能の整備
・我が国規格の国際化（再掲）

鉄道事業者
の関与

・保守/運行に対する我が国鉄道事業者からの支援の
受皿
・知財の取扱い

これら機能を整備・強化するための人材・組織・制度のあり方に
ついて、短・中・長期に分けて検討

海外市場の動向

海外展開・国際貢献WGにおける検討テーマ
～地球環境改善・国内産業強化のための海外展開戦略を検討するWG～

海外展開に
あたっての
課題の整理

検討テーマ 検討項目

あるべき姿の実現のための具体的戦略の検討
○鉄道分野における国際貢献、ＯＤＡの展開
○機能的な輸出体制
・国が果たす役割
・コンサルティング機能の強化
・海外展開に必要な人材育成
○日本仕様の標準化、国際規格化

海外展開の
あり方と戦略
の検討

欧・米・アジア主要国の海外展開体制

我が国の海外展開の現状
（技術的な強み、体制的な弱み等）

我が国の海外展開のあるべき姿の検討

海外展開する意義・必要性

・環境問題等地球規模の課題への対応
・開発途上国の発展への貢献
・鉄道産業の輸出振興

意 義

・・・検討中
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世界の鉄道車両市場と円借款関係の受注実績

○ アジア・太平洋地域の鉄道車両市場規模は約２割。
○ ビッグ３をはじめとした欧米企業との熾烈な受注競争を展開。

都市鉄道（新線建設）円借款関係プロジェクトの受注実績

海外展開・国際貢献WG

世界の鉄道車両市場規模
（2003-2005年の年間平均値（推計））

西欧 36%

北米 27%

その他 16%

ACCESSIBLE TO EXTERNAL SUPPLIERS
（出典：欧州鉄道産業連盟（UNIFE）報告書「Worldwide rail 

market study status quo and outlook 2015」）

アジア・太平洋地域のシェアは 21%

718億ユーロ（約11.4兆円）

ボンバルディエ

アルストム

シーメンス

GE

GM

日本

アンサルドB

中国

その他

％

18

16

14

9

7

12

4

6

14

100 

世界の鉄道車両工業マーケットシェア世界の鉄道車両工業マーケットシェア（（20022002年）年）

（出典：日本鉄道車両輸出組合資料）

ビッグ３
＝４８％

日本のシェアは12％

アジア地域拡大図

ジャカルタ
ＭＲＴ
（2006）

ホーチミン
都市鉄道
（2006）

重慶モノレール
（2000）

マニラＬＲＴ１号線増強
（2000）

ボスポラス海峡
横断地下鉄
（1999,2004）※

２００７年９月現在（1995年 度以降の都市鉄道の円借款関係プロジェクトを対象）

バンガロール
メトロ
（2005）

デリーメトロ（第1期）
（1996～2004）

バンコク地下鉄
（1996～2000）※

北京地下鉄
（2000）

マニラ都市鉄道MRT2号線
（1995～1998）

システムとして受注できた案件

電気部品のみを受注できた案件

受注できなかった案件

今後、入札が予定されている案件

（ ） 円借款供与が決定された年度

武漢都市鉄道
（2000）

チュニジア
首都圏通勤線
（2000）

※ 円借款対象が土木工事のみの案件

デリーメトロ（第2期）
（2005～2006）

（車両及び信号）
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鉄道関係コンサルタントの強化及び国際規格検討体制の整備 海外展開・国際貢献WG

鉄道関係コンサルタントの規模 鉄道に係る国際規格の整備体制

○ 欧州のコンサルタントに比して我が国のコンサルタントの規模は小さい。
○ 鉄道技術標準化調査検討会により我が国規格の国際標準化を推進。

ISO ： 国際標準化機構 International Organization for Standardization
IEC ： 国際電気標準会議 International Electrotechnical Commission
CEN ： 欧州標準化委員会 European Committee for Standardization
CENELEC ： 欧州電気標準化委員会 European Committee for Electrotechnical
Standardization
JISC ： 日本工業標準調査会（ISO、IECの窓口：１国１機関） Japanese Industrial 
Standards Committee
EN ： 欧州規格 European Normalization

○ 鉄道の国際標準を横断的に調整する体制（H12年設置）
鉄道技術標準化調査検討会：鉄道に関する国際標準化戦略を分野横断的に検討・調整

車両関係
（鉄車工）

電気関係
(鉄道総研)

欧州標準化機関

ＩＳＯ

（一般）

ＩＥＣ
（電気・ｼｽﾃﾑ）

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ

ENの国際標準化

ＣＥＮ

ＣＥＮＥ
ＬＥＣ

各
国
標
準
化
機
関

欧
州
連
合
等
30
カ
国

日本の
標準化機関

国内審議団体
(工業会･学会等)国際標準化機関

支援
提言

鉄道国際標準
の横断的調整
（鉄道局）

国

研
究
機
関

事
業
者

メ
ー
カ
ー

鉄
道
技
術
標
準
化
調
査
検
討
会

体制図

欧
州
内
業
界
団
体

（
７
団
体
）

※ 用語解説

215

37
14
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　１．（仏
）SYSTRA

　２．（米
）Parsons Brinckerhoff Inc.

　３．（英
）ARUP

　４．（英
）M
ott M
cDonald

　５．（米
）Bechetel

　６．（米
）AECOM

 Technology Corp

　７．（米
）The Louis Berger Group Inc.

　８．（日
）PCI

　９．（英
）W
SP Group Plc.

１０．（英
）Hyder Consulting

１１．（独
）Hochtief AG

１２．（米
）CDI Business Solutions

１３．（英
）Balfour Beatty plc.

１４．（米
）Parsons

１５．（デ
ン
マ
ー
ク
）RAM
BO
LL

（参
考
）（日
）JARTS

（億円）

※１：「ENR’s Sourcebook Market Survey （２００４）」 大量・鉄道輸送の設計会社 設計収入（２００３年）の世
界トップ１５から作成
※２：JARTSについては、２００５年度 事業収入額
※３：１１０円/ドルで換算

鉄道輸送の設計コンサルタント 設計収入額ランキング（２００３年）
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地球環境問題への対応 海外展開・国際貢献WG
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燃料消費によるCO2排出量及び
自動車台数推移（中国の例）

■CO2

●自動車保有

アジア地域等の経済発展に伴う環境問題・エネルギー問題

(t-co2)

（出典：IEA World Energy Outlook 2004)

交通に起因する環境問題、エネル

ギー問題等の深刻化

①コロンビア・ボゴタ市における高速交通システム

ポスト京都議定書を巡る議論を踏まえつつ、CDMを活用した鉄道の海外展開を検討

②インド・デリーメトロ

・１９９７年１２月採択。
・法的拘束力のある排出削減の数値目標を設定
（日本 １９９０年度比：▲６％）

京都議定書

排出削減目標達成のための補足的な仕組みとして、３つ
の市場原理を活用する京都メカニズムを導入

共同実施（ＪＩ）＜京都議定書６条＞

クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）
＜京都議定書１２条＞

国際排出権取引（ＩＥＴ）
＜京都議定書１７条＞

プロジェクト参加者は、国連気候変動枠
組み条約CDM理事会による所定の認定
手続きを経て、クレジット（ＣＥＲ）を獲得
することができる。

発電及び
熱装置
(41%)

非エネル
ギー消費
(1%)

産業部門
(18%)

変圧、損失
(5%)

他部門
(14%)

運輸部門
(21% )

○事業概要：

・専用レーンに連接バスを走行。車両廃棄計画により、既存バス車
両を削減。9,000台を廃棄。

○事業主体：トランスミレニオ（公共民間共同体（PPP））
○ CDM理事会登録：2006年12月7日

○事業概要：

・車両ブレーキをメカニカルブレーキから電力回生ブレーキに変換。

○事業主体：デリーメトロ社

○CDM理事会登録：2007年12月29日

運輸・交通分野における取り組みの現状

今後の方向性

(台) (t-co2)

世界全体における部門別のCO2排出量割合
（2002年）

（出典：BRT Bogota, Columbia: TransMilenio Phase II-IV （2006年12月７日）)
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